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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月30日(2016.5.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　珪酸塩と、酸化チタン及び／又は酸化亜鉛とを含有するゲル状パック化粧料において、
アクリル樹脂ポリマーを含有することを特徴とする、ゲル状パック化粧料。
【請求項２】
　前記アクリル樹脂ポリマーが、アクリル酸アルキル共重合体エマルション及び／又はア
クリル酸アルキル・メタクリル酸アルキル・メチルスチレン共重合体エマルションである
ことを特徴とする、請求項１に記載のゲル状パック化粧料。
【請求項３】
　前記アクリル樹脂ポリマーを、化粧料全量に対して、０．５質量％～５質量％含有する
ことを特徴とする、請求項１又は２に記載のゲル状パック化粧料。
【請求項４】
　さらに、部分架橋型メチルポリシロキサンを含有することを特徴とする、請求項１～３
の何れか一項に記載のゲル状パック化粧料。
【請求項５】
　前記部分架橋型メチルポリシロキサンを、化粧料全量に対して、０．１質量％～１０質
量％含有することを特徴とする、請求項４に記載のゲル状パック化粧料。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
本発明は、この様な状況下為されたものであり、珪酸塩と、酸化チタン及び／又は酸化亜
鉛とを含有するゲル状パック化粧料において、洗い流し後の肌の引き上げ感を向上させる
ことを課題とする。
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